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３．特記仕様書 
                                                 東北森林管理局   

 

森林作業道作設特記仕様書 
 

 

 本特記仕様書は、「森林作業道作設指針」（平成２２年１１月１７日付け２２林整

整第６５６号林野庁長官通知）に基づき、東北森林管理局管内の地形・地質、土質や

気象条件及び路網作設実績等を踏まえ定めたものである。 

 また、本事業で作設する路網は、間伐等による木材の集材・搬出、主伐後の再造林

等の森林整備に継続的に用いられる森林作業道とし、作設に当たっては本特記仕様書

による。 

  なお、本特記仕様書に定めのないものについては、森林作業道作設指針によること

を基本とする。 

 

１ 路網計画 

① 実際の森林作業道作設計画に当たっては、入札説明時に交付している作業計

画図（路網計画図）に基づき現地踏査を行い、現地に簡易な木杭等で計画線形

を標示するとともに、この計画線形を上記の作業計画図等図面（1/5000）にか

ん入し、監督職員に提出する。 

  ② 計画線形確定に当たっては、作業効率を十分に考慮し、土質の安定している

安全な箇所を通過するよう計画する。 

特に、主伐時に森林作業道を作設する場合は、造林・保育等の森林施業によ

る次世代の森林づくりのため、継続的に利用できるように考慮しなければなら

ない。 

  ③ 作業開始前に線形、構造物の設置及び支障木の範囲について、監督職員の確

認を受ける。変更が生じたときも同様とする。 

  ④ 監督職員は、路線計画と異なる森林作業道を施工した場合等、請負者の責に帰

すべき事由により、林地崩壊が発生し又は発生する可能性が高い等林地保全上

特に問題があると認めるときは、請負者の負担において盛土の転圧、排水溝の

設置等の必要な措置を命じることができる。この場合において、請負者は監督

職員の命に応じ、必要な措置を講じなければならない。 

 

 

２ 森林作業道作設の基本的工法 

① 路体は繰り返しの使用に耐えるよう、締固めを十分に行った堅固で簡易な土

構造による路体とすることを基本とする。 

なお、構造物は地形・地質等の条件から必要な場合には、現地条件に応じた規

格・構造の施設を設置する。 

② 地形に沿った屈曲線形による切土量の抑制、切土盛土の均衡、雨水処理に有
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効な波形勾配による分散排水を基本に作設する。  

③ のり面保護や洗越し、排水溝等の作設には、作業地から発生する伐根、丸太、

枝条、転石の活用に努める。 

④ 支障木の伐開幅は、開設区間の箇所ごとに斜面の方向、風衝等を考慮し、必

要最小限となるよう計画する。 

    

３ 森林作業道の施工規格 

（１）幅員、最小曲線半径及び縦断勾配 

① 幅員は３m までとする。ただし、林業機械等を用いた作業の安全性・効率性

の確保の観点から、当該作業を行う区間に限って、０．５m 程度以内の余裕幅

を付加することができる。 

② 最小曲線半径は６．０m 程度とし、使用する林業機械の規格、積載する木材

の長さを勘案して決定する。 

③ 縦断勾配は概ね１８％（１０°）程度以下とし、土地の制約等から必要な場

合は、短区間に限り２５％（１４°）程度とする。なお、勾配は雨水の分散排

水を考慮した波形勾配とする。 

（２）切土 

① 切土工では、盛土との均衡を念頭に切土量を極力少なくするよう努め、切土

のり面は直切りを基本とする。また、切土のり面の高さは１．５m 程度以内を

基本とする。 

② なお、地質や土質等の条件に応じて、また、切土高が高くなる場合ののり面

勾配は、よく締まった崩れにくい土砂の場合は６分（５９°）、風化の進度又

は節理の発達の遅い岩石の場合は３分（７３°､岩石）とし、地質や土質等の条

件に応じて切土法面勾配を調整する。 

（３）盛土  

① 盛土については、強固な路体を作設するため、複数層に区分し、各層ごとに

３０㎝程度の厚さとなるようバケット背面及び覆帯で十分締固めながら積み

上げる。 

なお、盛土のり面が高くなる場合や緊結度の低い土砂の場合は、丸太組工等

により補強すること。 

② のり面勾配は１割（４５°）程度を基本とする。 

③ 作設過程で発生する伐根やはぎ取り表土はのり面保護工に活用し、転石は路

体に埋設して路体強化に活用する。 

なお､伐根を丸ごと路体に埋設することは、締固めが難しくなるため避ける。 

また、土質、根株の大きさ、集材方法、山腹傾斜から、のり面保護工への活用

に向かない場合は、安定した状態にして自然還元利用等を図ること。 

④ 盛土量の調整は山側から谷側への横方向だけでなく掘削箇所前後の縦方向も

加えて行う。 

（４）切土量と盛土量の均衡に留意し、捨て土を発生させないよう努める。 
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４ 施工管理  

① 作業の種類毎に、施工前、施工中、施工後の写真を数カ所（２枚以上） 

撮影し提出する。 

② 事業終了時には洗堀を防ぐための水切り等を登坂部分等に講ずるもの 

とする。 

 

 

５ 事業計画書への記載 

森林作業道作設計画については、事業計画書（事業工程表）に記載して提出する。 

 

６ 望ましい路網整備の考え方 

地形・傾斜、作業システムに対応する別紙「地形傾斜・作業システムに対応する路

網整備水準の目安」を踏まえ、効率化を最大限に発揮するために必要な路網を整備す

る。 

 別紙        

  地形傾斜・作業システムに対応する路網整備水準の目安   

      (単位:m/ha)  

 
区分 

作業 

システム 

基幹路網 細部路網 
路網密度 

 

 林道 林業専用道 小計 森林作業道  

 緩傾斜地 

(0～15°) 
車両系 15 ～ 20 20 ～ 30 35 ～ 50 65 ～ 200 100 ～ 250 

 

 
中傾斜地 

(15～30°) 

車両系 

15 ～ 20 10 ～ 20 25 ～ 40 

50 ～ 160 75 ～ 200 
 

 
架線系 0 ～ 35 25 ～ 75 

 

 
急傾斜地 

(30～35°) 

車両系 

15 ～ 20 0 ～ 5 15 ～ 25 

45 ～ 125 60 ～ 150 
 

 
架線系 0 ～ 25 15 ～ 50 

 

 急峻斜地 

(35°～) 
架線系 5 ～ 15 ― 5 ～ 15 ― 15 ～ 15 
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渓畔周辺における生産事業実施に係る留意事項 

 

 

（渓畔周辺について） 

 渓畔周辺は、設計図書であらかじめ国有林野施業実施計画図(１／20,000)により示

した沢から高木性の平均樹高の幅以上（２５ｍ以上）とする。 

 なお、設計図書で渓畔周辺として表示している場合はその区域とする。 

 不明な場合は、監督職員の指示を受けること。 

 

（渓畔周辺内での作業） 

 渓畔周辺で伐採する場合は、残すべき樹木、下層植生及び表土の保全、土砂流出の

抑制に努めること。 

 伐採木の標示が無い場合（標準地調査）は、事前に監督職員の指示に従い伐採木を

選定すること。 

 

（森林作業道作設） 

 森林作業道の作設にあたっては、渓畔周辺で計画しないことし、やむを得ない状況

により渓畔周辺を横断等、必要がある場合は、事前に監督職員に指示を受けること。 

 

（その他） 

 列状間伐箇所においては、下層植生及び表土の保全に留意する必要がある 

ことから、伐採後の列間に林業機械を走行させないこと。 
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生産性向上の促進に関する特記仕様書 
 

     東北森林管理局 

 

１ 請負者は、作業場所、作業工程、出役人員等の管理にあたっては、発注者から契

約締結の際に配布する「生産日報アプリ」及び「事業者用ファイル」に入力し整理

するものとする。 

なお、「製品生産事業請負実行管理基準」に定める事業日報に替えることができ

る。 

 

２ 請負者は、「事業者用ファイル」で自動作成される月別工程管理表及び請負事業

進行報告書については、翌月５日までに監督職員へ提出するものとする。 

 

３ 請負者は、「事業者用ファイル」の電子データを、下記（１）から（４）について

電子メール等により監督職員へ提出するものとする。 

（１）事業着手前に基本情報及び事業工程表を入力したデータ 

（２）契約数量の半数を超えた月末時点で整理済みデータ 

（３）事業終了後、全ての入力内容の整理済みデータ 

（４）監督職員から提出を求められたデータ 

 

４ 請負者は、発注者が開催する事業着手前の「計画会議」、事業実行中の「実行点検

会議」、事業終了後の「改善会議」に出席し、作業工程等を検証するとともに、生産

性の向上に向け取り組むこととする。 

なお、各種会議の実施については、１署１事業体以上を抽出することとし、契約

締結時に実施の有無を指示する。 
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熱中症対策に資する現場管理費率等の補正に関する特記仕様書 

 

１ 本事業は、日最高気温又は暑さ指数の状況に応じた熱中症対策に資する現場管理費率等

の補正の試行を行う対象事業である。 

 

２ 請負者は、契約締結後に提出する当初の事業計画書に、事業期間中における気温の計測

方法及び計測結果の報告方法を記載し、監督職員へ提出する。 

なお、当初の事業計画書提出時に希望しない場合において、後日希望する際は同様に取

り扱うものとし、開始日（以下「基準日」という。）については、請負者と協議し決定する。 

また、当試行に取り組まない場合は、事業計画書への記載は不要である。 

 

３ 用語の具体的な内容は、次のとおりである。 

（１）真夏日 

日最高気温が 30 度以上の日（気象庁が公表している地上気象観測所等の気温）又は

暑さ指数（WBGT値）が25度以上の日（環境省が公表している観測地点の暑さ指数）。 

（２）事業期間 

事業着手日 （基準日を定めた場合にあっては基準日）から事業終了日までの期間をい

う （事業休止期間は含まない）。なお、事業期間には不稼働日を含むものとするが、年末

年始休暇分として６日間、７月、８月又は９月を含む事業では夏季休暇分として３日間

を除くものとする。 

（３）真夏日率 

事業期間内の真夏日を事業期間で除した割合をいう。なお、不稼働日は事業期間中の

真夏日に含めないものとする。 

真夏日率 ＝ 事業期間中の真夏日 ÷ 事業期間 

 

４ 気温の計測方法については、事業現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は

環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT値）を用いることを標準とする。 

ただし、これによりがたい場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、気象業務法施行規

則（昭和 27 年運輸省令第 101 号）第１条の３の表に基づく気象庁以外の者の行う観測の

技術上の基準を満たした方法により得られた事業現場の気温の計測結果又は JISB7922 に

準拠した電子式湿球黒球温度指数計（精度区分クラス２以上）により測定した値を用いる

ことも可とする。 

なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は請負者の負担とするものとする。 

  

５ 請負者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。 

 

６ 発注者は、請負者から提出された計測結果の資料を基に補正値を算出し、現場管理費率

等に加算し請負金額の変更を行うものとする。 

補正値（％） ＝ 真夏日率 × 補正係数※ ※補正係数は1.2とする。 



安全確保に資する衛星携帯電話の利用に関する特記仕様書 

 

１ 本事業は、安全確保に資する衛星携帯電話の利用に当たって共通仮設費等へ計上すること

ができる。 

 

２ 請負者は、あらかじめ事業現場の通話状況を確認した上で、利用する衛星携帯電話を準備

しなければならない。 

 

３ 請負者は、事業計画書提出後に準備した衛星携帯電話で試験通話を行い、事業現場におい

て現場代理人が所有している携帯電話が通話不可及び衛星携帯電話が正常に通話できるか監

督職員の確認を受けなければならない。請負者は、監督職員が通話に支障ありと判断した場

合は、発注者と請負者で協議し、衛星携帯電話の変更又は利用を中止するものとする。 

 

４ 請負者は、衛星携帯電話の利用に当たって、次の事項を事業計画書に記載し、監督職員の確

認を受けるものとする。なお、当初の事業計画書提出時に利用予定がない場合においても、後

日利用を希望する際は、同様に取り扱うものとし、利用開始日 （以下 「基準日）という。」に

ついては、請負者と協議し決定する。 

（１）衛星携帯電話事業者名 

（２）衛星携帯電話サービス名 

（３）衛星携帯電話及びこれに関連する機器類（以下「使用端末等」という。） 

（４）利用料金 

（５）利用期間（○月○日～○月○日まで） 

（６）本事業以外の事業への供用の有無。なお、供用がある場合は、その事業名（署名・物件名） 

 

５ 対象とする経費は、１台分のリース代金 （機種リース代金以外の経費は対象外とする。）を

原則とする。ただし、リース不可の場合は、衛星携帯電話の購入代金を基に損料を算出し、発

注者と請負者で協議するものとする。 

 

６ 請負者は、事業着手日 （基準日を定めた場合にあっては基準日）から事業終了日における衛

星携帯電話に関する費用の支払証明書類等を提出するものとする。なお、事業終了日につい

ては、事業終了の見込み日を協議し、別途定めたみなし日とすることも可能とする。 

 

７ 対象経費の計上に伴う請負金額の変更は、最終変更契約において行うものとする。 

 

８ 衛星携帯電話を、本事業以外の事業地で供用することは妨げない。ただし、同一期間に係る

リース料金等を本事業以外の請負契約の経費として計上することはできないものとする。ま

た、事業途中で本事業以外でも当試行による衛星携帯電話を供用することとなった場合には

監督職員に申し出ること。 


